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景
気
が
後
退
す
る
中
で
、市
民
の
み
な
さ
ま
の
不
安
に

対
処
す
る
た
め
、市
民
の
み
な
さ
ま
へ
の
生
活
支
援
を
行

う
と
と
も
に
、あ
わ
せ
て
、市
民
の
み
な
さ
ま
に
広
く
給
付

す
る
こ
と
に
よ
り
、地
域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、「
定
額
給
付
金
」を
支
給
し
ま
す
。

　

ま
た
、生
活
対
策
の
一
環
と
し
て
、多
子
世
帯
の
幼
児
教

育
期
の
負
担
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら「
子
育
て
応
援
特
別

手
当
」を
支
給
し
ま
す
。

　

な
お
、支
給
に
あ
た
り
ま
し
て
、申
請
書
を
４
月　

日
付

１６

で
各
世
帯
へ
送
付
し
ま
し
た
。

　

郵
便
事
情
に
よ
り
全
世
帯
へ
行
き
届
く
ま
で
１
週
間
程

度
か
か
る
見
込
み
で
す
が
、ま
だ
お
手
元
に
申
請
書
が
届
い

て
い
な
い
場
合
は
、お
手
数
で
す
が
定
額
給
付
金
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
が
届
き
ま
し
た
ら
内
容
を
確
認
し
、忘
れ
ず
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
定
額
給
付
金
の
給
付
対
象
者

は
、
平
成　

年
２
月
１
日
現
在

２１

で
当
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

録
さ
れ
て
い
る
方
と
し
、
給
付

額
は
次
の
と
お
り
で
す
。　

歳
６５

以
上
の
方
（
昭
和　

年
２
月
２

１９

日
以
前
に
出
生
）
と　

歳
以
下

１８

の
方
（
平
成
２
年
２
月
２
日
以

降
に
出
生
）：

１
人
当
た
り
２

０
、０
０
０
円

上
記
以
外
の
方：

１
人
当
た
り

１
２
、０
０
０
円

○
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
対

象
と
な
る
子
ど
も
は
、
平
成　
２０

年
度
に
お
い
て
小
学
校
就
学
前

３
年
間
（
平
成　

年
４
月
２
日

１４

か
ら
平
成　

年
４
月
１
日
）
に

１７

該
当
す
る
第
２
子
以
降
の
子
ど

も
で
す
。

　

給
付
額
は
１
人
当
た
り
３
６
、

０
０
０
円
で
す
。

○
定
額
給
付
金
お
よ
び
子
育
て

応
援
特
別
手
当
は
、
今
回
限
り

の
給
付
と
な
り
ま
す
。

○
定
額
給
付
金
お
よ
び
子
育
て

応
援
特
別
手
当
の
申
請
を
行
い
、

給
付
を
受
け
る
の
は
、
原
則
と

し
て
基
準
日
現
在
（
平
成
２
１

年
２
月
１
日
）
で
の
世
帯
の
世

帯
主
と
な
り
ま
す
。

申
請
書
発
送
日：

　

４
月　

日（
木
）

１６

※
全
世
帯
に
届
く
の
に
１
週
間

程
度
か
か
り
ま
す
。　

申
請
受
付
開
始
日

①
郵
送
申
請
方
式：

　

４
月　

日（
金
）か
ら

１７

②
窓
口
申
請
方
式：

　

５
月
７
日（
木
）か
ら

　

銘
苅
庁
舎
２
階
（
土
日
祝
日

を
除
く
午
前
８
時
半
〜
午
後
５

時　

分
）

１５
③
窓
口
現
金
受
領
方
式
：

　

６
月
１
日（
月
）〜　

日（
金
）

２６

　

那
覇
市
役
所
本
庁
１
階
ピ
ロ

テ
ィ
（
土
日
祝
日
を
除
く
午
前

９
時
〜
午
後
３
時
半
）

○
申
請
期
限：

　

月　

日（
月
）

１０

１９

＊
①
の
場
合
は
消
印
有
効

　

定
額
給
付
金
の
給
付
を
よ
そ

お
っ
た
「
振
り
込
め
詐
欺
」
や

「
個
人
情
報
の
詐
取
」に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

申
請
に
お
い
て
不
明
な
点
が

あ
っ
た
場
合
、
市
か
ら
文
書
で

問
い
合
せ
を
行
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
市
や
国
（
総
務
省
な

ど
）
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払

機
）の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ

と
や
「
定
額
給
付
金
」
の
給
付

の
た
め
に
、
手
数
料
な
ど
の
振

込
み
を
求
め
る
こ
と
。
市
民
の

み
な
さ
ま
の
世
帯
構
成
や
銀
行

口
座
の
番
号
な
ど
の
個
人
情
報

を
照
会
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に

あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
し
、
ご
自
宅
な
ど
に
、
定

額
給
付
金
の
給
付
な
ど
を
か

た
っ
た
不
審
な
電
話
が
か
か
っ

て
き
た
り
、
郵
便
物
が
届
い
た

場
合
は
、
す
ぐ
に
市
の
窓
口
や

最
寄
り
の
警
察
署
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

○　

月　

日
の
申
請
期
限
ま
で

１０

１９

に
申
請
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場

合
、
定
額
給
付
金
・
子
育
て
応

援
特
別
手
当
の
受
給
を
辞
退
し

た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

【
給
付
対
象
者
、申
請
・

受
給
者
に
つ
い
て
】

○
添
付
漏
れ
と
記
入
漏
れ
が

あ
っ
た
場
合
は
、
再
提
出
と
な

り
、
振
り
込
み
が
大
幅
に
遅
れ

ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
方
法
に
つ
い
て
】

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

【
そ
の
他
】

【
申
請
書
郵
送
の
前
に
】


